
〇土地境界確定等取扱規則 

昭和２７年５月２０日規則第１０号  

（趣旨） 

第１条 市が管理する道路、河川、水路、堤とう敷等と民有地との境界（以下

「土地境界」という。）の確定及び復元については、別に定めるもののほ

か、この規則の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）境界確定 土地境界が確定していない場合に土地境界を確定すること又

は土地境界が確定している場合に土地境界を変更し再び確定することをい

う。 

（２）境界復元 土地境界が確定している場合に川崎市道水路台帳平面図（以

下「道水路台帳平面図」という。）に基づいて境界標を復元することをい

う。 

（土地境界確定等の申請） 

第３条 境界確定又は境界復元を申請しようとする者は、土地境界確定等申請

書（第１号様式）に公図の写しその他市長が必要と認める書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

（境界確定又は境界復元の実施の決定等） 

第４条 市長は、土地境界確定等申請書を受理したときは、申請に係る土地に

関して必要な事項及び隣接地の所有者を道水路台帳平面図、公図、登記事項

証明書等により調査し、並びに、現地において境界標の有無等を確認し、市

長による境界確定の実施又は前条の規定による申請をした者（以下「申請



者」という。）による境界復元の実施を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により境界確定の実施を決定したときは、速やかに境

界確定を実施するものとし、同項の規定により境界復元の実施を決定したと

きは、速やかに申請者にその旨を通知するとともに境界復元に必要な資料を

交付するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により境界確定の実施を決定した場合において、速

やかに境界確定を実施できないときは、その理由を申請者に通知するものと

する。 

４ 第１項の規定による境界確定又は境界復元のほか、市長は、道路等の管理

上必要が生じた場合は、職権により、境界確定又は境界復元を実施すること

ができる。この場合において、当該境界確定については次条から第９条まで

の規定を準用し、当該境界復元については市長が別に定めるところによる。 

（境界確定の立会いの通知） 

第５条 市長は、境界確定を実施する場合は、申請者及び隣接地の所有者（以

下「関係土地所有者」という。）に、書面により立会いの日時及び場所を通

知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、立会いの日の10日前までに行うものとする。た

だし、緊急と認められる場合又は関係土地所有者が承諾した場合は、この限

りでない。 

（境界確定の立会い及び協議等） 

第６条 前条第１項の通知を受けた関係土地所有者は、やむを得ない場合を除

き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って、境界確定について協議しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定による協議を行うことが困難であると認めたときは、



境界確定の案を関係土地所有者に示し、当該境界確定の承諾を求めることが

できる。 

（境界確定の成立） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による協議又は同条第２項の承諾により境

界確定が成立したときは、関係土地所有者から承諾書（第２号様式）の提出

を受け、境界線上必要な箇所に境界標を設置するものとする。 

（測量及び道水路台帳平面図の調製） 

第８条 市長は、前条に規定する境界標の位置を記録するため、現地について

必要な測量を行い、道水路台帳平面図を調製しなければならない。 

（境界確定不成立の通知） 

第９条 市長は、第６条第１項の規定による協議が成立せず、又は同条第２項

の承諾が得られず、境界確定ができない場合は、関係土地所有者にその旨を

通知するものとする。 

（境界復元の実施） 

第１０条 第４条第２項の規定による通知を受けた申請者は、境界復元を実施

するものとする。 

（境界復元の立会いの通知等） 

第１１条 前条の申請者は、境界復元を実施する場合は、立会いの日時及び場

所について市長と協議するものとし、その境界復元により復元しようとする

境界標が申請者の所有する土地以外の土地に接することとなるときは、当該

土地の所有者（以下「境界標地先土地所有者」という。）に、書面により当

該立会いの日時及び場所を通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、立会いの日の１０日前までに行うものとする。

ただし、緊急と認められる場合又は境界標地先土地所有者が承諾した場合



は、この限りでない。 

（境界復元の立会い及び確認） 

第１２条 前条第１項の協議又は通知を受けた市長及び境界標地先土地所有者

は、やむを得ない場合を除き、同項の協議又は通知に従い、その場所に立ち

会って、境界復元について確認しなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定による境界標地先土地所有者の確認を行うことが困

難であると認めたときは、境界復元の案を当該境界標地先土地所有者に示

し、当該境界復元について確認を求めることができる。 

（境界復元の完了） 

第１３条 申請者は、市長から前条第１項の規定による確認を受けたときは、

境界標を復元する位置を示した図面を市長に提出し、当該位置に境界標を設

置するものとする。 

２ 申請者は、第１１条第１項の規定により境界標地先土地所有者に通知した

場合にあっては、当該境界標地先土地所有者から前条第１項又は第２項の規

定による確認を受けた後、確認書（第３号様式）の交付を受け、これを前項

の図面と併せて市長に提出するものとする。 

（境界復元がなされない場合の取扱い） 

第１４条 第４条第２項の規定による通知をした日から６月を経過しても前条

第１項の規定による境界標の設置がなされない場合において、申請者がその

理由を示さないときは、市長は申請が取り下げられたものとして取り扱うこ

とができる。 

２ 市長は、前項の規定により申請が取り下げられたものとして取り扱ったと

きは、申請者にその旨を通知するものとする。 

（書類の保管） 



第１５条 市長は、境界確定又は境界復元が終了した後、土地境界確定等申請

書及び承諾書又は確認書を、申請ごとに一括して保管しなければならない。 

（土地境界確定図の交付及びその手数料基準） 

第１６条 土地境界確定図の交付を受けようとする者は、土地境界確定図交付

申請書（第４号様式）を提出し、土地境界確定図（第５号様式）の交付を受

けることができる。この場合、川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第

６号）第５条により実費として次の基準による料金を徴収する。 

手数料 境界線の延長１０メートルまでごとに ３００円 

（土地境界承諾書の交付） 

第１７条 土地境界承諾書の交付を受けようとする者は、土地境界承諾書交付

申請書（第６号様式）を提出し、土地境界承諾書の交付を受けることができ

る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和33年12月３日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行する。（以下略） 

附 則（昭和36年３月31日規則第35号） 

この規則は、昭和36年４月１日から施行する。 

附 則（昭和47年３月31日規則第95号） 

この改正規則は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（昭和49年２月19日規則第10号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年６月29日規則第58号） 

この改正規則は、昭和51年７月１日から施行する。 



附 則（昭和51年９月６日規則第77号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月29日規則第30号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる 

附 則（平成12年３月31日規則第69号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規則第10条の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後の請求に係る手数料から適用し、施行日前の請求に係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成17年２月23日規則第３号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、改正前の規則の規定により申請があった土地境

界の確認又は土地境界査定原図抄本若しくは土地境界承諾書の交付について

。



は、なお従前の例による。 

附 則（令和元年９月30日規則第42号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる 。



第１号様式 

※１ 申請者が法人の場合は、「住所」の欄に事業所の所在地、「氏名」の欄には

名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「連絡先」の欄に担当者の所属及

び氏名を併せて記入してください。 

※２ 境界復元は、市長が交付する資料に基づいて、申請者が実施してください。

なお、市長が境界復元の実施の決定を通知した日から６箇月を経過しても境界

標の設置がなされない場合において、申請者がその理由を示さないときは、境

界復元を不成立として取り扱うことがあります。 

土 地 境 界 確 定 等 申 請 書 

  年  月  日

(宛先)川崎市長 

住 所            

氏 名          印 

連絡先 

(電話)            

 次のとおり申請します。 

１ 土 地 の 所 在 川 崎 市      区             

２ 公 有 地 区 分 □道路 □河川 □水路 □堤とう敷 □その他 

３ 申  請  理  由   

４ 測 量 業 者 等 

氏 名 又は名称

担 当 者 氏 名

連絡先（電話）

メールアドレス

(

添
付
図
書)

 
１ 案内図（駅、バス停、建物等の目標物を入れてください。） 

２ 公図の写し（法務局公図の写し。申請位置に朱線を入れてください。)

３ 現地調査図（申請地に関係する境界標の有無及び種別を確認し、並び

に境界標間距離を測定し、記載した図面） 

４ 道水路台帳平面図の写し（申請位置に朱線を入れてください。） 

５ 申請箇所の土地所有者以外からの申請については、その委任状 

６ 土地所有者調査書 

７ その他関係資料 



第２号様式 

承 諾 書 

  年  月  日 

(宛先)川崎市長 

 私が所有する次の土地と道路・河川・水路・堤とう敷・その他との境界は、協

議したとおり承諾します。 

立 会 日 
土 地 の 所 在 所    有    者 

町 名 地 番 住   所 氏  名 印 

    年

月  日

  年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

※ 所有者ごとに、記名押印してください。 



第３号様式 

確 認 書 

  年  月  日 

(宛先)川崎市長 

 私が所有する次の土地と道路・河川・水路・堤とう敷・その他との境界を示す

境界標を復元する位置は、道水路台帳平面図に基づいたものであることを確認し

ました。 

立 会 日 
土 地 の 所 在 所    有    者 

町 名 地 番 住   所 氏  名 印

    年

月  日

  年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

 年

月  日

※１ 所有者ごとに、記名押印してください。 

※２ 道水路台帳平面図（縮尺５００分の１）に復元しようとする境界標の位置を 

示したものにより確認してください。 



第４号様式 

押 印 欄

土地境界確定図交付申請書 

  年  月  日 

(宛先)川崎市長 

住 所            

氏 名          印 

連絡先            

(電話)            

 次の土地と川崎市が管理する道路・河川・水路・堤とう敷・その他との境界に

係る土地境界確定図の交付を申請します。 

 土地の所在  川崎市     区                   

別添図示のとおり 

（添付図書） 

１ 案内図 

２ 現地調査図（申請地に関係する境界標の有無及び種別を確認し、並びに境界

標間距離を測定し、記載した図面） 

３ 道水路台帳平面図の写し（申請位置に朱線を入れてください。） 

延長 

ｍ

領収印 

手数料 

     円

※ 申請者が法人の場合は、「住所」の欄に事業所の所在地、「氏名」の欄には名 

称及び代表者の氏名を記載するとともに、「連絡先」の欄に担当者の所属及び氏 

名を併せて記入してください。 



第５号様式 

台帳番号      

土地境界確定図          縮尺 1／ 

この図面のとおり、土地境界が確定していることを証明します。 

  年  月  日 

証明合計距離  (       )ｍ 

証明箇所    (       )箇所 

川崎市長          印 



第６号様式 

押 印 欄

土地境界承諾書交付申請書 

  年  月  日 

(宛先)川崎市長 

住 所            

氏 名          印 

連絡先            

(電話)            

 私が所有する次の土地と川崎市が管理する道路・河川・水路・堤とう敷・その

他との境界に係る土地境界承諾書の交付を申請します。 

 土地の所在  川崎市     区                  

（添付書類） 

土地の登記事項証明書（全部事項証明書） 

土 地 境 界 承 諾 書 

  年  月  日 

         様 

川崎市長          印 

あなたが所有する上記の土地と道路・河川・水路・堤とう敷・その他との境界

については、    年  月  日現地立会いし、設置した境界標のとおり承

諾します。 

備考 
手数料       

 円

※ 申請者が法人の場合は、「住所」の欄に事業所の所在地、「氏名」の欄には名 

称及び代表者の氏名を記載するとともに、「連絡先」の欄に担当者の所属及び氏 

名を併せて記入してください。申請箇所の土地所有者以外からの申請については、 

その委任状を添付してください。 


